
第3期福島県障がい児福祉計画の概要

①基本的事項

■法的根拠
児童福祉法第33条の22第1項
■計画期間
令和6～8年度（3年間）
■圏域の設定
7つの障がい保健福祉圏域
■点検及び評価
毎年度、達成状況を障がい者施策推進協
議会及び自立支援協議会に報告し、点
検・評価

②基本的理念

○質の高い専門的な発達支援を行う通所支
援等の充実、支援の均てん化

○障がい児のライフステージに沿った切れ
目のない支援提供体制の構築
○地域社会への参加や包容（インクルー
ジョン）の推進

○医療的ケア児等に対する包括的な支援体
制の構築

○子育て支援施策との緊密な連携

④成果目標

○児童発達支援センター
圏域又は圏域より小さな単位での設置を
目指す。
●障がい児の地域社会への参加・包容（イ
ンクルージョン）の推進
各市町村での推進体制を確保する。

●難聴児支援のための中核的機能を有する
体制の構築
難聴児支援のための中核的機能を有する
体制の構築及び新生児聴覚検査から療育
につなげる連携体制の構築に向けた取組
を進める。

○重症心身障がい児が利用できる児童発達
支援事業所及び放課後等デイサービス事
業所
圏域又は圏域より小さな単位での設置を
目指す。

○医療的ケア児に関するコーディネーター
の配置
各市町村又は圏域での配置を目指す

○地域の自立支援協議会等による情報提供、
助言、調整、地域資源の活用等を検討

○障がいの早期発見と適切な療育支援に
よる地域・家庭で療育できる環境の整備

●難聴児支援のための中核的機能を有する
体制の確保及び研修会の実施、普及啓発
等による体制の整備

○地域の自立支援協議会等における確保方
策の検討、研修会の開催等による理解促
進

○医療的ケア児支援のための協議の場にお
ける検討・協議、コーディネーター養成
研修の実施

⑤目標達成のための方策

⑥サービス確保のための方策

【障害児通所支援】
○地域の自立支援協議会等における不足サー
ビスや社会資源の確保方策等について、協
議・検討

○事業者に対する研修会の開催、新規事業所
への訪問指導等によるサービスの質の確保

【障害児相談支援】
○相談支援専門員の養成研修の充実

【保育所等の利用】
○障がい児を担当する保育士の配置や施設整
備等による受け入れ体制の整備

【医療的ケア児に関するコーディネーター】
○医療的ケア児支援のための協議の場におけ
る検討・協議、コーディネーター養成研修
の実施

【短期入所】
○地域の自立支援協議会等における確保方策
の協議・検討

○県立施設での受入推進

【障害児入所支援】
○強度行動障害支援者養成研修による施設職
員の資質向上

（児童家庭課）

⑦圏域計画

7つの障がい保健福祉圏域計画

③障がい児の状況

■手帳所持者数（18歳未満）R5（R2比）
身体障害者手帳 1,014人（△7％）
療育手帳 4,555人（＋11％）
精神保健福祉手帳 489人（＋17％）

■発達障がい者数（18歳未満）R3（R1比）
特別支援学級在籍児 2,099人（＋21％）
通級指導を受けている児童 1,267人（＋31％）
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